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１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
九
の
改
正
規
定
は
、

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
水
質
特
定
事
業
場
（
設
置
の
工
事
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
を
含
む
。
）
か
ら
排
出
さ
れ
る
特
定
排
出
水
の
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
つ
い
て
の
特 

定
排
出
水
規
制
基
準
は
、
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
別
表
第
八
の
規
定 

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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◎群馬県告示第７４号 

 群馬県文化財保護条例（昭和５１年群馬県条例第３９号）第４条第１項の規定により、群馬県指定重要文化財と

して次のとおり指定する。 

  令和６年３月２２日 

                                                                  群馬県知事 山 本 一 太   
 

名称及び員数 所在場所 所有者（管理者） 

後
ご

閑
かん

家
け

文
もん

書
じょ

 ５８２１点 

 

安中市上間仁田９５１ 
安中市ふるさと学習館寄託 

後閑武彦 

雙
そう

林
りん

寺
じ

 本
ほん

堂
どう

、 鐘
しょう

楼
ろう

、開山堂
かいざんどう

、書
しょ

院
いん

、宝
ほう

蔵
ぞう

、山
さん

門
もん

、 

萬
ばん

松
しょう

関
かん

 ７棟 

 附
つけたり

 棟
むな

札
ふだ

 ３枚 

渋川市中郷２３９９－７ 宗教法人雙林寺 

八幡
や わ た

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

 本
ほん

殿
でん

・幣
へい

殿
でん

・拝
はい

殿
でん

、神楽
か ぐ ら

殿
でん

、 鐘
しょう

楼
ろう

、神
しん

 

門
もん

、随
ずい

神
しん

門
もん

、境内社
けいだいしゃ

天
てん

満
まん

宮
ぐう

社
しゃ

殿
でん

、境内社
けいだいしゃ

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

本
ほん

殿
でん

、境内社
けいだいしゃ

地
じ

主
ぬし

稲荷
い な り

神
じん

社
じゃ

本
ほん

殿
でん

、境内社
けいだいしゃ

日
ひ

枝
え

神
じん

社
じゃ

本
ほん

殿
でん

 ９棟 

 附
つけたり

 宮
くう

殿
でん

 １基、八
はち

幡
まん

宮
ぐう

社
しゃ

頭
とう

造
ぞう

営
えい

之
の

図
ず

 １舗、 

    棟
むな

札
ふだ

 ４枚 

高崎市八幡町６５５－１ 宗教法人八幡宮 

 

 

 

◎群馬県告示第７５号 

 群馬県文化財保護条例（昭和５１年群馬県条例第３９号）第３０条第１項の規定により、群馬県指定重要無形民

俗文化財として次のとおり指定する。 

  令和６年３月２２日 

                                                                  群馬県知事 山 本 一 太   
 

名称 所在場所 保存会名 

春日
か す が

神
じん

社
じゃ

太々
だいだい

神楽
か ぐ ら

の蚕
かいこ

の舞
まい

 前橋市上佐鳥町３６８－１ 春日神社太々神楽保存会 

 

 

 

◎群馬県告示第７６号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

  令和６年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除に係る保安林の所在場所 利根郡川場村大字川場湯原字早落２０７９の２（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 なだれの危険の防止 

■ 告  示 
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３ 解除の理由 指定理由の消滅 

  「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び川場村役場に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第７７号 

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、家畜又はその死体の所有者に対し、

同項に規定する監視伝染病の検査を次のとおり受けることを命ずる。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 実施の目的 次に掲げる家畜伝染病の発生を予防し、又はその発生の状況及び動向を把握するため 

(1) ヨーネ病 

(2) 伝達性海綿状脳症 

(3) 腐蛆
そ

病 

２ 実施する区域 所轄家畜保健衛生所長が指定する区域 

３ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 

(1) ヨーネ病にあっては、次に該当する牛で所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

    ア 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛（生後６月未満のものを除く。） 

イ 種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精の用に供する精液の採取の用に供し、又は供する目的で飼

育している雄牛（生後６月未満のものを除く。） 

    ウ ア又はイに掲げる牛と同一施設内で飼育している牛（生後６月未満のものを除く。） 

    エ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛（生後６月未満のものを除く。） 

    オ 放牧予定牛（生後６月未満のものを除く。） 

    カ 集畜に伴う共進会出品予定牛（生後６月未満のものを除く。） 

(2) 伝達性海綿状脳症にあっては、次に該当する家畜の死体 

ア 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）第６条第１項に基づく届出の対象となる牛（牛

海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成１４年農林水産省令第５８号）第４条第２号から第４号までに該

当する場合を除く。） 

   イ 月齢又は推定月齢が１８月以上のめん羊及び山羊で、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

(3) 腐蛆病にあっては、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めた蜂群 

４ 実施の期日 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において所轄家畜保健衛生所長の定める日 

５ 検査の方法 

(1) ヨーネ病及び伝達性海綿状脳症にあっては、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）別

表第１に定める方法 

(2) 腐蛆病にあっては、臨床検査及び細菌学的検査 

６ その他 実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。 
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◎群馬県告示第７８号 

  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、家畜の所有者に対し、同項に規定

する監視伝染病の検査を次のとおり受けることを命ずる。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 実施の目的 次に掲げる監視伝染病の発生の予察 

(1) ブルセラ症及び結核 

(2) 豚熱 

(3) アフリカ豚熱 

(4) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ 

(5) アカバネ病 

２ 実施する区域 県内全域 

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲 

(1) ブルセラ症にあっては、次に該当する牛で所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

ア 種付けの用又は搾乳の用に供する輸入牛（イの検査対象となったものを除く。） 

イ 種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精の用に供する精液の採取の用に供し、又は供する目的で飼

育している雄牛（生後６月未満のものを除く。） 

(2) 結核にあっては、種付けの用又は搾乳の用に供する輸入牛のうち所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

(3) 豚熱及びアフリカ豚熱にあっては、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めた豚 

(4) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザにあっては、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょ

う、ほろほろ鳥及び七面鳥（以下「家きん」という。）を１００羽以上（だちょうの場合は、１０羽以上）飼

養する農場の家きんのうち所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

(5) アカバネ病にあっては、越夏していない牛のうち所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

４ 実施の期日 

(1) ブルセラ症、結核、豚熱、アフリカ豚熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに

あっては、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において所轄家畜保健衛生所長の定める日 

(2) アカバネ病にあっては、令和６年６月１日から同年１１月３０日までの間において所轄家畜保健衛生所長の

定める日 

５ 検査の方法 

(1) ブルセラ症及び結核にあっては、牛のブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス実施要領に定める方

法 

(2) 豚熱にあっては、臨床検査、抗原検査及び血清学的検査 

(3) アフリカ豚熱にあっては、臨床検査及び抗原検査 

(4) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザにあっては、臨床検査、ウイルス分離検査及び血

清抗体検査 

(5) アカバネ病にあっては、臨床検査及び血清学的検査 

６ その他 実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。 
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◎群馬県告示第７９号 

  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定により、家畜の注射を次のとおり実施す

る。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 実施の目的 次に掲げる監視伝染病の発生を予防するため 

(1) 牛ウイルス性下痢（Ⅰ型及びⅡ型） 

(2) 牛伝染性鼻気管炎 

(3) 豚熱 

２ 実施する区域 県内全域 

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲 

(1) 牛ウイルス性下痢（Ⅰ型及びⅡ型）及び牛伝染性鼻気管炎にあっては、放牧予定牛 

(2) 豚熱にあっては、家畜防疫員が必要と認めた豚及びいのしし 

４ 実施の期日 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において所轄家畜保健衛生所長の定める日 

５ 注射、薬浴又は投薬の別及びその実施の方法 

(1) 牛ウイルス性下痢症（Ⅰ型及びⅡ型）及び牛伝染性鼻気管炎にあっては、筋肉内注射法 

(2) 豚熱にあっては、皮下又は筋肉内注射法 

６ その他 実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。 

 

 

 

◎群馬県告示第８０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の日時 

県道 伊勢崎深谷線 伊勢崎市境東字町並２４０番の１地先から同市境栄
字二枚橋１９２番の２地先まで 

令和６年３月２５日 
午後２時 
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 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

赤城西麓 理 事 再 任 小山貞夫 前橋市富士見町赤城山１２０４番地８６６ 

 同   同  萩原正雄 沼田市高橋場町２０２６番地７ 

 同   同  星野稔  同 桜町４７６５番地３ 

 同   同  小林明道  同 利根町輪組５５２番地 

 同   同  角田一美  同 利根町多那２５１４番地 

 同   同  髙木勉 渋川市横堀１０４５番地２ 

 同   同  角田俊壽  同 赤城町津久田２６６番地１３ 

 同   同  須田広幸  同    同   ５０６番地 

 同   同  狩野達也  同 赤城町長井小川田１６２３番地 

 同   同  須田愛作  同 赤城町深山５８５番地 

 同   同  堤忠温  同 赤城町棚下２３９番地 

 同   同  藤川雄一  同 赤城町持柏木１３８番地５ 

 同   同  岡田新一  同 赤城町樽６３３番地 

 同   同  津久井利章  同 赤城町宮田７７８番地 

 同   同  森田次一  同 北橘町赤城山１４２番地１ 

 同   同  竹内貞衛 利根郡昭和村大字川額９７６番地 

 同   同  髙橋光春  同  同   同  １４８２番地１ 

 同   同  藤井利幸  同  同   同  ３２３１番地 

 同   同  金井宏  同  同 大字森下７３７番地 

 同   同  堤盛吉  同  同   同  ８２７番地 

 同   同  堤敏昭  同  同   同  １２２８番地 

■ 公  告 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の日時 

県道 平塚境停車場線 伊勢崎市境米岡字新屋敷３２９番の１地先から同市
境東字町並２１６番の１地先まで 

令和６年３月２５日 
午後２時 
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 同   同  加藤久俊  同  同 大字糸井２３５７番地 

 同   同  髙橋博  同  同   同  ７３９４番地 

 同   同  後藤一雄  同  同 大字貝野瀬１２５３番地 

 同   同  林幸美  同  同 大字生越乙７２６番地 

 同 新 任 木暮治一 渋川市赤城町溝呂木５８７番地 

 同  同 角田正規  同 赤城町勝保沢３５８番地１ 

 同  同 角田静男  同 赤城町栄４７６番地 

 同  同 金井数夫 利根郡昭和村大字橡久保３７０番地 

 同  同 石井利行  同  同 大字糸井２０７７番地 

 同 退 任 山本龍 前橋市大手町二丁目９番１４－８０１号 

 同  同 南雲昇三 渋川市赤城町溝呂木１４４番地 

 同  同 角田茂  同 赤城町勝保沢甲３０９番地 

 同  同 斉藤賢三  同 赤城町栄４２６番地４ 

 同  同 鈴木光春 利根郡昭和村大字橡久保４番地 

 同  同 石井巳津夫  同  同 大字糸井２０７８番地 

監 事 再 任 書上聡 前橋市富士見町赤城山１２０４番地１２８４ 

 同  同 岩倉進 沼田市西原新町１３４番地２ 

 同  同 小林照彦  同 利根町多那２６９８番地 

 同  同 内山孝美 渋川市赤城町溝呂木３０８番地３ 

 同  同 狩野勉  同 北橘町赤城山１２９番地 

 同  同 加藤生 利根郡昭和村大字糸井６１９番地２ 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定により、土地改良区の管理規程の設定を次

のとおり認可したので、同条第４項の規定により公告する。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 土地改良区の名称 沼田平土地改良区 

 ２  管理規程により管理を行う施設 高戸谷頭首工 

 ３ 管理規程の概要 

  (1) 貯水、放流又は取水に関する事項 

    高戸谷頭首工における水位は、計画取水位１メートルとする。 

  (2) 施設を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 

        管理者は、ゲート等を操作するために必要な機械器具の点検整備を行うとともに、ゲートについては適時

点検を行うものとする。 
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  (3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項 

    管理者は、前橋地方気象台から関係地域に対して降雨に関する警報が発せられ、又は頭首工の水位が３メ

ートルを超え、洪水の発生する恐れがある場合は、洪水警戒体制をとるものとする。 

 ４  認可年月日 

   令和６年３月７日 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第３０条第２項の規定により、渡良瀬

川上流土地改良区連合の定款の変更を令和６年３月８日認可したので、同条第３項の規定により公告する。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により県営松之木平土地改良事業計画を定めた

ので、同条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

    令和６年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 令和６年３月２５日から同年４月１９日まで 

３ 縦覧に供する場所 沼田市役所及び昭和村役場 

 

 

 

 群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２２日 

群馬県公安委員会委員長 五十嵐 清 隆   

群馬県公安委員会規則第４号 

   群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年群馬県公安委員会規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（認定の通知） 

第１条の２ 法第５条第２項の規定による申請者に対する認定の通知は、認定通知書（別記様式第１号）により行

うものとする。 

第２条中「別記様式第１号」を「別記様式第１号の２」に改める。 

別記様式第１号中「第３条」を「第５条第３項」に改め、同様式を別記様式第１号の２とし、同様式の前に次の

１様式を加える。 

 

■ 公安委員会規則 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第１条の２関係） 

 

 

 

 群馬県公安委員会指令第       号 

 

認定通知書 

 

   住 所 

 

 

   氏名又は名称                                殿 

 

 

    年   月   日付けで申請のあった自動車運転代行業の認定については、自動 

 車運転代行業の業務の適正化に関する法律第５条第２項の規定により認定すること  

 としたので通知します。 

 

 

  認定番号   第                          号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         年      月      日 

 

                                                  群 馬 県 公 安 委 員 会  
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別記様式第２号中「認定証番号」を「認定番号」に改める。 

別記様式第８号中「認定書」を「認定番号」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の規定により

提出され、又は交付されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により提出され、又は交付されたものと

みなす。 
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群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

中 

島 

啓 

介 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
四
項
中
「
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
」
を
「
水
質
管
理
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
県
庁
の
項
中
「
及
び
水
道
調
整
主
監
」
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                          

               

■ 

企
業
管
理
規
程 
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